
令 和 ２ 年 １ ２ 月

内閣府沖縄総合事務局

農林水産部消費・安全課

令和元年度消費・安全対策交付金に係る事業の事後評価について

沖縄総合事務局では、消費・安全対策交付金実施要綱（平成１７年４月１

日１６消安第１０２７０号農林水産事務次官依命通知）第７の３（参考資料

１）の規定に基づき、沖縄県から提出のあった令和元年度事業に係る成果報

告書に基づいて事後評価を実施しました。

事後評価の実施に当たっては、公正性確保の観点から沖縄総合事務局消費

・安全対策交付金に係る事業の第三者評価会（別紙１）を開催し、第三者評

価会委員（別紙２）から意見等（別紙４）をいただきました。

なお、事後評価の結果は（別紙３）のとおりです。

担当者及び連絡先

内閣府沖縄総合事務局

農林水産部消費・安全課

新垣、平良

電 話：０９８－８６６－１６７２
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(別紙１)

沖縄総合事務局消費・安全対策交付金に係る事業の第三者評価会の概要

１ 日 時：令和２年１１月１２日（木）９：１５～１１：４０

２ 場 所：沖縄総合事務局２階共用会議室Ｃ（那覇第２地方合同庁舎２号館）

３ 委 員：別紙２のとおり

４ 概 要

（１）内 容

① 沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課長あいさつ

② 座長選出

委員の互選により立田委員を選出

③ 個別事業の評価 別紙３のとおり

令和元年度消費・安全対策交付金に係る事業の事後評価結果（ソフト事業）

Ⅰ 農畜水産物の安全性の向上

・農薬の適正使用等の総合的な推進

Ⅱ 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

・家畜衛生の推進

・養殖衛生管理体制の整備

・病害虫の防除の推進

・重要病害虫の特別防除等

Ⅱ 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止【特別交付型】

・家畜衛生の推進

・重要病害虫の特別防除等

※ 特別交付型とは、家畜等の疾病のまん延や重要病害虫の発生等の緊急

事態に対応するもの。

④ 総合評価 別紙３のとおり

（２）評価のポイント

① 県が目標ごとに設定する目標値に対する達成度

② 目標全体の評価の妥当性

（３）評価の概要

事業計画に対する実績及び事業成果から、事業は概ね計画に即して実施されて

いる。

＜参考＞

第三者評価会については、沖縄総合事務局消費・安全対策交付金に係る事業の

第三者評価会開催要領（参考資料２）に基づき開催。



（別紙２）

沖縄総合事務局消費・安全対策交付金に係る事業の第三者評価会

委員名簿

氏 名 所 属 備 考

○委 員 立田 晴記 国立大学法人琉球大学 植物栄養学・土壌

農学部 学（昆虫）

教授

委 員 内藤 重之 国立大学法人琉球大学 農業経済学

農学部

教授

委 員 伊村 嘉美 国立大学法人琉球大学 畜産学・草地学

農学部

准教授

○印は座長



（別紙３）

○食料安全保障確立対策推進交付金（ソフト事業）

沖縄総合事務局

目　的 目　標 評価結果

農畜水産物の安
全性の向上

農薬の適正使用等の総合
的な推進

Ａ

家畜衛生の推進 Ｂ

養殖衛生管理体制の整備 Ａ

病害虫の防除の推進 Ａ

重要病害虫の特別防除等 Ａ

Ａ

※評価結果：Ａ（達成度８０％以上）、Ｂ（達成度５０％以上８０％未満）、Ｃ（達成度５０％未満）

【特別交付型】

目　的 目　標 評価結果

適正

－

家畜衛生の推進に係る関連機器の整備 適正

家畜衛生対策による生産性向上の推進 適正

重要病害虫の特別防除等 適正

適正

【総括】

　　総合評価については、目標ごとの達成度を、各目標ごとの交付金の執行額で加重平均

　し、総合的な達成度を算出した。

  　総合評価は、「Ａ」及び特別交付型は「適正」となっており、事業計画に対する実績

　及び事業成果から、概ね計画に即して実施されている。

農薬の不適切な販売及び使用の発生割合

伝染性疾病・病
害虫の発生予
防・まん延防止

家畜衛生の推進

カンキツグリーニング病のまん延防止

家畜衛生に係る取組の充実度

総　合　評　価

豚熱のまん延防止

総　合　評　価

目標値設定の考え方

ピロプラズマ病及びアナプラズマ病の発生
抑制

令和元年度消費・安全対策交付金事後評価結果

伝染性疾病・病
害虫の発生予
防・まん延防止

目標値設定の考え方

養殖衛生管理指導を行った養殖等経営体数
の割合

ＩＰＭ実践指標値の現状値からの向上率
農薬環境リスク低減値の現状値からの向上
率

対象病害虫の調査の総回数



（別紙４）

第三者評価会委員の意見等

【事業全体評価（総括 】）

各事業とも、順調に目標は達成できている。

特に、病害虫等は防除しても新たな病害虫等が入ってくる

という状況で、なかなか終わりがみえない取組であるが、手

を緩めてしまうと病害虫等がまん延し農作物等に多大な影響

を与える事態になるので、継続していくことが重要である。



（参考資料１）

消費・安全対策交付金実施要綱（抜粋）

制 定 平成17年４月１日16消安第10270号

第１ 趣旨

わが国において、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくためには、国民の

健康の保護を最優先としつつ、食料供給の各段階において、科学的知見に基づく適切なリ

スク管理の取組や、伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止による食料の安定供給体

制の整備等を、地域の農林水産業や食品流通等の実態に応じて機動的かつ総合的に実施し

ていく必要がある。

消費・安全対策交付金（以下「本交付金」という ）は、このような観点に立って、各。

地域が、それぞれの実態に応じた目標を明確に示した上で、その自主性・独創性を発揮し

ながら推進する総合的な取組を支援し、もって、わが国の食品の安全と消費者の信頼の確

保及び食料安全保障の確立、さらには国内農林水産業及び食品関連産業等の健全な発展に

資するものとする。

第７ 成果の取りまとめ及び事後評価

１ 事業実施主体による成果の取りまとめ

（１）事業実施主体は、事業を実施した年度の翌年度（別表１の２の食料安全保障確立対

策整備交付金にあっては、事業を実施した年度から起算して三カ年経過した年度。以

下同じ ）の６月末までに、目標ごとの事業の成果について、別紙様式第２号に従っ。

て成果報告書として取りまとめる。

（ ） 、 （ ）２ 都道府県等以外が事業実施主体となっている場合にあっては 事業実施主体は １

において取りまとめた成果報告書を速やかに当該事業実施主体が属する都道府県知事

等に提出する。

２ 都道府県知事等による成果の取りまとめ及び事後評価

（１）都道府県知事等は、１の（２）により事業実施主体から提出された成果報告書及び

自らの成果報告書を基に、事業実施主体ごとの事後評価を実施し、必要に応じこの事

後評価を踏まえ、事業実施主体を指導するものとする。

（２）都道府県知事等は、事業実施主体ごとの成果報告書及び（１）の事後評価の結果を

踏まえ都道府県等全体の事後評価を行い、別紙様式第３号に従って都道府県等全体の

成果及び事後評価の結果を取りまとめた上で、事業を実施した年度の翌年度の８月末

までに、成果報告書として地方農政局長等に提出する。

（３ （１）及び（２）による都道府県等における事後評価の実施に当たっては、公正性）

確保の観点から、評価内容の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴くものと

する。

３ 事後評価結果の反映

（１）地方農政局長等は、２の（２）により提出された都道府県等の成果報告書に基づき

事後評価を実施する。事後評価の実施に当たり、地方農政局長等は公正性確保の観点

から評価内容の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴くものとする。

（ ） 、（ ） 、２ 地方農政局長等は １ の事後評価の結果について管内都道府県分を取りまとめ

事業を実施した年度の翌年度の11月末までに消費・安全局長等に報告する。

（３）地方農政局長等は （１）の事後評価の結果が低い都道府県等に対し、消費・安全、

局長等が別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

（４）国は、消費・安全局長等が別に定めるところにより、都道府県等ごとの事後評価結

果を次年度以降の当該都道府県等への交付金の交付額に反映させるものとする。

（５）事後評価を行った都道府県知事等及び地方農政局長等は、その結果を公表するもの

とする。

（６ （３）の措置が講じられた都道府県等においては、当該措置の内容を踏まえて次年）

度の事業実施計画を作成する。



（参考資料２）

最終改定 平成30年８月22日

沖縄総合事務局消費・安全対策交付金に係る事業の第三者評価会開催要領

内閣府沖縄総合事務局
農林水産部消費・安全課

第１ 開催
沖縄総合事務局所管の沖縄県で実施された消費・安全対策交付金に係る事業

の事後評価の適切な実施を図るため、「沖縄総合事務局消費・安全対策交付金
に係る事業の第三者評価会」（以下「第三者評価会」という。）を開催する。

第２ 構成員
１ 第三者評価会は、委員３名をもって構成する。
２ 委員は、国又は都道府県その他の関係行政団体に属する者以外の者を沖縄
総合事務局長が委嘱する。

３ 委員は、非常勤とする。
４ 委員の任期は１年間とする。ただし、再任は妨げない。

５ 専門的見地等の意見を求める必要があるときは、参考人を出席させること
ができる。

第３ 座長
１ 第三者評価会に座長をおき、委員の互選によって選任する。
２ 座長は、本会を総理し、代表する。
３ 座長に事故のあるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代行す
る。

第４ 第三者評価会の開催及び公開
１ 沖縄総合事務局長は、沖縄総合事務局が行う「消費・安全対策交付金に係
る事業」について、消費・安全対策交付金実施要綱（平成17年４月１日付け
16消安第10270号農林水産事務次官依命通知）第７の３の（１）に基づき、
第三者評価会に諮り、意見を聴くものとする。

２ １の第三者評価会の意見については、同実施要綱第７の３の（５）に基づ
く評価結果の公表と併せて沖縄総合事務局ホームページ等で公表する。

第５ 第三者評価会に諮るべき事項
１ 消費・安全対策交付金に係る事業の事後評価に関する事項
２ その他同交付金の事後評価に関し必要な事項

第６ その他
第三者評価会の事務局は、消費・安全課において行う。

第７ 雑則
この要領に定めるほか、第三者評価会の運営に必要な事項は、座長が第三者

評価会に諮って定めるものとする。


